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令和５年度 

大津市食品衛生監視指導計画実施結果 
 

 

 

 

はじめに 

 本市は、食品の安全性を確保し、市民の健康保護を図るため、食品衛生

法第 24 条第 1 項の規定により食品衛生監視指導計画を定め、食品関係営

業施設への立入検査や食品等の試験検査等を行っています。 

今回、本計画に基づく令和 5年度の監視指導等の実施状況をとりまとめ

ましたので公表します。 

 

 

 

１ 食品営業施設への立入検査実施状況 

（１） 監視対象施設数及び監視実施施設数 

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの 1 年間に当保健所が食品等の製

造・販売等の施設に対して監視指導を実施した結果は、〔別表 1〕のとおりです。 

旧食品衛生法※1（以下「旧法」という。）及び改正食品衛生法※2（以下「新法」

という。）に基づく許可を要する食品関係営業施設（以下「許可施設」という。）

並びに届出を必要とする食品関係営業施設（以下「届出施設」という。）に対する

監視実施件数は、2,300件でした。 

食品関係営業施設に対して、改善等の指導を 500件、行政措置を 9件（うち営業

停止 4件）行いました。 

※1 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成 30年法律第 46号）による改正前

の食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

※2 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成 30年法律第 46号）による改正後

の食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 
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〔別表１〕 業種別監視指導件数 

業 種 対象件数 実施件数 指導件数 措置件数 

旧

法

許

可

施

設 

飲食店営業 1,369 
692 

684 258 1 

喫茶店営業 25 8 2 0 

魚介類販売業 87 

160 

74 14 0 

魚介類せり売営業 1 0 0 0 

食肉処理業 1 2 2 0 

食肉販売業 79 84 21 0 

菓子製造業 306 

309 

198 48 2 

乳処理業 1 2 1 0 

乳製品製造業 2 2 1 0 

食品の冷凍又は冷蔵業 13 12 4 1 

缶詰又は瓶詰食品製造業 3 2 1 0 

あん類製造業 1 0 0 0 

アイスクリーム類製造業 31 17 0 0 

食肉製品製造業 1 4 0 0 

食用油脂製造業 0 1 0 0 

みそ製造業 6 3 2 0 

しょうゆ製造業 2 1 0 0 

ソース類製造業 5 4 0 0 

酒類製造業 4 3 1 0 

豆腐製造業 4 5 3 0 

麺類製造業 5 3 0 0 

そうざい製造業 72 48 12 1 

添加物製造業 1 0 0 0 

清涼飲料水製造業 4 3 0 0 

氷雪製造業 0 1 1 0 

小 計 2,023 1,161 371 5 
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業 種 対象件数 実施件数 指導件数 措置件数 

新

法

許

可

施

設 

飲食店営業 1,638 

531 

530 49 2 

調理の機能を有する自動販売

機による営業 
9 1 0 0 

食肉販売業 79 

77 

48 9 0 

魚介類販売業 71 28 5 0 

魚介類競り売り営業 1 1 0 0 

集乳業 0 0 0 0 

乳処理業 0 

166 

0 0 0 

特別牛乳搾取処理業 0 0 0 0 

食肉処理業 3 0 0 0 

食品の放射線照射業 0 0 0 0 

菓子製造業 240 84 9 0 

アイスクリーム類製造業 7 3 0 0 

乳製品製造業 0 0 0 0 

清涼飲料水製造業 5 3 1 0 

食肉製品製造業 6 3 0 1 

水産製品製造業 7 6 0 0 

氷雪製造業 1 0 0 0 

液卵製造業 0 0 0 0 

食用油脂製造業 1 0 0 0 

みそ又はしょうゆ製造業 4 0 0 0 

酒類製造業 2 0 0 0 

豆腐製造業 5 0 0 0 

納豆製造業 0 0 0 0 

麺類製造業 6 5 0 0 

そうざい製造業 79 37 4 0 

複合型そうざい製造業 0 0 0 0 

冷凍食品製造業 18 7 2 0 

複合型冷凍食品製造業 0 0 0 0 

漬物製造業 10 6 0 1 

密封包装食品製造業 14 10 0 0 

食品の小分け業 7 2 0 0 

添加物製造業 1 0 0 0 

小 計 2,214 774 79 4 
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業 種 対象件数 実施件数 指導件数 措置件数 

届

出

施

設 

魚介類販売業（包装済みの魚

介類のみの販売） 
56 

78 

18 7 0 

食肉販売業（包装済みの食肉

のみの販売） 
70 20 5 0 

乳類販売業 202 40 4 0 

氷雪販売業 4 0 0 0 

コップ式自動販売機（自動洗

浄・屋内設置） 
233 0 0 0 

弁当販売業 32 

242 

1 0 0 

野菜果物販売業 52 32 9 0 

米穀類販売業 12 3 1 0 

通信販売・訪問販売による販

売業 
3 2 0 0 

コンビニエンスストア 120 38 0 0 

百貨店、総合スーパー 111 74 4 0 

自動販売機による販売業（コッ

プ式自動販売機（自動洗浄・屋

内設置）を除く。） 

152 3 0 0 

その他の食料・飲料販売業 295 89 10 0 

添加物製造・加工業（新法第

13 条第１項の規定により規格

が定められた添加物の製造を

除く。） 

0 

21 

0 0 0 

いわゆる健康食品の製造・加

工業 
2 0 0 0 

コーヒー製造・加工業（飲料の

製造を除く。） 
41 9 0 0 

農産保存食料品製造・加工業 23 2 0 0 

調味料製造・加工業 11 2 0 0 

糖類製造・加工業 0 0 0 0 

精穀・製粉業 7 3 0 0 

製茶業 8 2 0 0 

海藻製造・加工業 0 0 0 0 

卵選別包装業 2 0 0 0 

その他の食料品製造・加工業 38 3 0 0 

行商 30 

24 

0 0 0 

集団給食施設 117 24 10 0 

器具、容器包装の製造・加工

業（合成樹脂が使用された器

具又は容器包装の製造、加工

に限る。） 

10 0 0 0 

露店、仮設店舗等における飲

食の提供のうち、営業とみなさ

れないもの 

5 0 0 0 

その他 4 0 0 0 

小 計 1,640 365 50 0 

合 計 5,877 2,300 500 9 
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（２） 重点的に実施した監視等実施状況（再掲） 

ア 食品、添加物等の夏期一斉取締り 

令和 5年 7月 1日から 7月 31日までの期間に、食品関係営業施設に対する監視指

導の実施結果は以下のとおりです。 

 監視件数 
不適件数 

指導件数 
施設設備 食品取扱 食品表示 その他 

旧法

許可

施設 

飲食店、喫茶店 159 0 0 0 0 0 

食品販売業 46 0 0 0 1 1 

食品製造業 84 0 0 0 0 0 

新法

許可

施設 

飲食店 122 1 0 0 2 3 

食品販売業 17 2 2 0 2 2 

食品製造業 26 0 0 0 0 0 

届出施設 137 0 2 0 4 6 

合 計 591 3 4 0 9 12 

イ 食品、添加物等の年末一斉取締り 

令和 5年 12月 1日から 12月 28日までの期間に、食品関係営業施設に対する監視

指導の実施結果は以下のとおりです。 

 監視件数 
不適件数 

指導件数 
施設設備 食品取扱 食品表示 その他 

旧法

許可

施設 

飲食店、喫茶店 158 18 1 0 23 29 

食品販売業 49 1 0 0 4 4 

食品製造業 71 7 0 0 5 9 

新法

許可

施設 

飲食店 94 1 0 0 2 3 

食品販売業 30 0 2 0 1 2 

食品製造業 33 1 1 0 0 1 

届出施設 94 0 1 0 8 8 

合 計 529 28 5 0 43 56 

ウ  行楽シーズン一斉監視 

令和 5 年 4 月から 6 月まで及び 10 月から 12 月までの期間に、食品の取扱量が増

大する観光地の旅館、ホテル、飲食店等に対して、衛生的な食品の取扱いについて

指導しました。 

監視件数 ： 41件 

エ 生食肉取扱施設一斉監視 

令和 5 年 7 月から令和 6 年 2 月の期間に、飲食店、食肉処理施設及び食肉販売店

に対して、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等の食中毒予防について指導しま

した。また、生食用牛肉の規格基準に適合している牛肉以外は生食用として提供し

ないよう指導しました。牛の肝臓及び豚の食肉については、生食用として提供・販

売しないよう指導しました。 

監視件数 ： 45件 

オ 大量調理施設一斉監視 

令和 5年 4月から 5月まで及び 9月から 12月までの期間に、給食施設、弁当調製

施設等の大量調理施設に対して、大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき指導し

ました。 

監視件数 ： 20件 
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カ 食鳥処理施設一斉監視 

令和 5 年 8 月から 9 月までの期間に、食鳥処理施設に対して、処理場の衛生管理

及び食鳥肉の衛生的な処理について指導しました。 

監視件数 ：  6件 

キ 大津市公設地方卸売市場の監視 

令和 5年 7月及び 12月の早朝に、市内の食品流通拠点である卸売市場内の施設に

対して、食品の取扱い及び温度管理並びに施設の衛生管理について指導しました。 

監視件数 ： 41件 

ク 老人福祉施設等給食施設一斉監視 

令和 6 年 1 月から 3 月までの期間に、市内の老人福祉施設に対して、大量調理施

設衛生管理マニュアルに基づき指導しました。 

監視件数 ： 13件 

 

２ 食品等の試験検査実施状況 

（１） 食品等の試験検査結果 

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの 1 年間に、当保健所管内で製造

又は販売される食品等を収去又は試買し、食品衛生法等に基づく試験検査を実施し

た結果は、〔別表 2〕のとおりです。 

微生物検査、食品添加物検査、残留農薬検査、理化学検査等を実施した検体数（食

品数）は、計画 290検体に対して 254検体（うち輸入食品 23検体）でした。 

 

〔別表２〕 食品別、検査内容別検体数 

食品区分 
計画 

検体数 

実施 

検体数 

検査内容別検体数 違反・ 

不適合数 微生物 食品添加物 残留農薬等 その他 

菓子類 18 19 19 0 0 5 2 

弁当・そうざい 72 72 72 0 0 0 1 

食肉及び食肉製品 6 6 6 6 0 6 0 

魚介類及びその加

工品 
10 10 10 6 0 0 0 

乳・乳製品、アイス

クリーム類、氷菓 
13 12 12 0 0 10 0 

生めん類 2 2 2 0 0 0 0 

加工食品 31 31 31 6 0 6 0 

野菜類・果物等 65 65 0 0 65 0 0 

清涼飲料水 4 0 0 0 0 0 0 

その他 69 37 0 0 0 37 0 

合 計 290 254 152 18 65 64 3 

 

（２） 重点的に実施した試験検査実施状況（再掲） 

ア 食品、添加物等の夏期一斉取締り 

令和 5年 7月 1日から 7月 31日までの期間に、32検体の収去検査を実施した結果、

規格基準違反の検体はありませんでした。 

イ 食品、添加物等の年末一斉取締り 

令和 5年 12月 1日から 12月 28日までの期間に、12検体の収去検査を実施した結
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果、規格基準違反の検体はありませんでした。 

ウ 農産物の残留農薬検査 

令和 5 年 5 月から令和 6 年 2 月までの期間に、県内農産物（野菜）、輸入農産物

（野菜・果実）65 検体の収去検査を実施した結果、規格基準違反の検体はありませ

んでした。 

 

区分 検査食品名 検査項目 検体数 不適合数 

県内産 

農産物 

みず菜、ねぎ（細ねぎ、青ねぎ、しのぶね

ぎ、清香葱）、わさび菜、はくさい菜、白菜、

にんじん菜、きゅうり、チンゲン菜、なす、さ

つまいも（金時、紅はるか）、おくら、こまつ

な、しゅんぎく、しいたけ、大根、ほうれん

草、八朔、サニーレタス、キャベツ、なば

な、しゅんぎく 

有機リン系、有

機塩素系、含窒

素系、ピレスロイ

ド系等の農薬 

51 0 

輸入 

農産物 

レモン（アメリカ産、チリ産）、グレープフル

ーツ（トルコ産、メキシコ産、南アフリカ共和

国産）、ネーブルオレンジ（アメリカ産、ニュ

ージーランド産）、緑ブドウ（オーストラリア

産）、ライム（メキシコ産）、ハネジューメロン

（メキシコ産）、キウイ（ニュージーランド産、

南アフリカ共和国産）、パイン（南アフリカ共

和国産） 

同上 14 0 

エ その他特記すべき試験検査 

検査名 検査食品名 検査項目 検体数 不適合数 

放射性物質検査 農産物 
放射性物質 

（放射性セシウム） 
20 0 

 

３ 食中毒発生状況等 

（１） 食中毒発生状況 

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの 1 年間に、市内で発生した食中

毒事件は 1件、患者数は 51人でした。 

 

発生年月 原因施設 原因（推定）食品 病因物質 患者数 喫食者数 

令和 5年 4月 飲食店 

3 月 31 日及び 4 月 1

日に原因施設が調

製、提供した食事 

ノロウイルス 51人 121人 

 

（２） 食中毒の原因施設への措置状況 

発生原因の究明調査を行い、営業者に対して再発防止のための衛生指導（食品の

衛生的取扱い、従事者への健康管理、提供時間の管理、食品の保管方法等の指導）

や施設の従事者に対する衛生教育を実施しました。 

なお、食中毒発生時には、原因施設に対して危害拡大防止のため、食品衛生法に

基づく営業または業務停止処分としました。 

 

（３） 食中毒予防対策の実施状況 

ア 食中毒注意報の伝達 

令和 5年 7月 1日から 9月 30日まで及び 11月 1日から令和 6年 3月 31日までの
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期間に、滋賀県が 11回発令した食中毒注意報及びノロウイルス食中毒注意報を本市

ホームページ、メール、ファックス、フェイスブック等を活用して広く伝達しまし

た。 

イ 食品衛生情報の発信 

管内の食中毒事件発生時、注意すべき管外の食中毒事件発生時、健康被害のおそ

れのある流通食品の回収時等に被害の拡大、未然防止を図るため、メール、ファッ

クスによる食品衛生情報を事業者向けに 16回発信しました。 

 

４ 食品等事業者の自主的な衛生管理の推進 

（１） 食品衛生講習会 

食品衛生法の改正、食中毒予防、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入等について、

食品等事業者、従事者、その団体等に対して食品衛生講習会（講師派遣を含む。）

を実施しました。また、令和 5 年 12 月から令和 6 年 2 月にかけて食品衛生責任者

を対象に実務講習会（オンライン講習）を 4回実施しました。 

実施回数：11回、受講者数：574人 

 

（２） 食品衛生推進員による自主衛生管理推進事業 

一般社団法人滋賀県食品衛生協会に委託して、大津市食品衛生推進員による食品

関係営業施設の巡回活動等を行い、食品等事業者の自主衛生管理の徹底強化につい

て指導助言、食品衛生情報の提供を行いました。 

巡回指導施設数 ： 1,283施設 

 

（３） ＨＡＣＣＰ適合証明制度 

市内で製造等される食品等の安全性を確保するため、食品等の製造等を行う工程

が高度な衛生管理の基準に適合することを証明しました。 

証明書交付施設数 ： 2施設 

 

（４） 食品衛生関係市長表彰 

食品衛生思想の普及啓発及び自主衛生管理の推進を図るため、食品衛生功労者 3

人及び食品衛生優良施設 3施設に対して、市長表彰を行いました。 

 

５ 情報提供、意見交換等の実施状況 

（１） ホームページ及び広報紙 

ホームページ、メール配信、「広報おおつ」、SNS 等に、家庭での食中毒予防、

食生活における正しい衛生知識等に関する情報を掲載して、市民等への啓発を行い

ました。 

 

食の安全安心情報発信回数 ： 19回 

広報掲載内容 ： 5月 1日号 「お肉はよく加熱して食べましょう！」 

11月 1日号 「ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう」 

3月 1日号 「有毒植物による食中毒に注意しましょう」 

 

（２） 食品衛生月間等 

令和 5 年 8 月の食品衛生月間に保健所入口においてパネル展示、のぼりの設置、
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市内各施設においてポスターの掲示を行いました。 

また、食中毒注意報発令時に市内各施設において「食中毒注意報発令中」のパネ

ル掲示による食品衛生意識の啓発を行いました。 

 

（３） 市民等への食品衛生講習会、意見交換（リスクコミュニケーション） 

市民等を対象にした食品衛生講習会等において、家庭での食中毒予防等に関する

正しい食品衛生知識の啓発を行い、併せて意見交換を行いました。 

さらに、立命館大学と消費者庁と協働で、令和 5 年 12 月に「食の安全・安心シ

ンポジウム」を開催し、食品添加物について消費者、専門家、行政、食品事業者と

意見交換を行いました。 

 

実施回数：23回、参加者数：1,072人 

 

（４） 子ども衛生習慣定着事業 

児童及び児童の衛生習慣を指導する立場にある関係者を対象に、食に関する正し

い知識と手洗いをはじめとした衛生習慣の定着を図るために、啓発活動を行いまし

た。 

幼稚園、認可保育園、認定こども園に通う園児を対象に、大津市食品衛生協会と

協働で「幼稚園保育園手洗い教室」を実施しました。 

児童・生徒保健委員会等を対象に、「手洗い指導者講習」を実施しました。 

また、手洗い及び食品衛生に関する動画やリーフレット、すごろくを作成し、広

く配布、配信を行いました。 

 

実施回数：61回、参加者数：2,455人 

 

６ 食品衛生監視員等の養成及び資質向上 

業務をとおして食品衛生監視員等の教育に努めるとともに、専門的な知識、最新情報

を習得するため、厚生労働省、近畿厚生局、滋賀県等が主催する各種研修会に参加して、

資質向上を図りました。 


